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資
料
紹
介
「
亮

り
ょ
う
じ
ゅ
ん

淳

書
か
き
く
だ
し下

状じ
ょ
う」

資
料
課　

渡
辺　

真
治

は
じ
め
に

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
、
中
世
諸
家
文
書
中
の
「
亮
淳
書

下
状
」（
資
料I

D
:
2
2
0
0
9
3
0
5
0
3

）
に
つ
い
て
紹
介
す
る
の
が
今
回
の

目
的
で
あ
る
。

【
釈
文
】

印

可
・

伝

法

灌

頂
并

得

度

等

僧
膳
事
、
依
有
法
中
無
用
之

費
、

於

近

代

本

寺

悉

三

菜
仁

被
相
定
訖
、
任
本
寺
之
法
度
、
当

寺
向
後
可
被
守
其
法
式
者
也
、

仍
状
如
件
、

天
正
十
一
年

三
月
廿
三
日　

亮
淳
（
花
押
）

相
州
小
田
原

西
光
院

寺
家
中
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内
容
と
し
て
は
印い

ん

か可
・
伝で

ん
ぽ
う法

灌か
ん
じ
ょ
う

頂
・
得と

く

ど度
等
と
い
っ
た
儀
式
に

際
し
て
の
僧そ

う
ぜ
ん膳

に
つ
い
て
、
無
駄
な
出
費
に
つ
な
が
る
た
め
、
近

頃
は
本
寺
で
は
三
菜
（
三
品
）と
定
め
て
い
る
。
本
寺
の
法は

っ

と度
の
ま

ま
に
西
光
院
も
今
後
は
法
式
を
守
る
よ
う
に
、
と
い
う
ほ
ど
の
も

の
で
、
僧
膳
の
過か

さ差
を
た
し
な
め
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
差
出
で
あ
る
亮
淳
と
宛
所
で
あ
る
相

州
小
田
原
西
光
院
、
そ
し
て
本
文
中
に
見
ら
れ
る
本
寺
の
関
係
で

あ
る
。
本
寺
の
法
度
を
楯
に
し
て
、
西
光
院
に
過
差
を
た
し
な
め

て
い
る
事
か
ら
、
亮
淳
は
そ
の
本
寺
の
関
係
者
と
い
う
可
能
性
が

高
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
先
ず
は
宛
所
で
あ
る
西
光
院
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

１
．
西
光
院
に
つ
い
て

相
州
小
田
原
西
光
院
は
小
田
原
市
本
町
二
丁
目
に
現
存
し
、
東

寺
真
言
宗
で
松
原
山
南
勝
寺
の
山
号
と
寺
号
を
有
す
る
寺
院
で
あ

る
。
そ
し
て
、
神
仏
分
離
以
前
は
隣
接
す
る
松
原
神
社
（
か
つ
て

は
松
原
大
明
神
と
号
し
、
江
戸
期
は
小
田
原
宿
の
総
鎮
守
で
あ
っ

た
）
の
供ぐ

そ

う僧
寺
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
同
じ
戦
国
期
の
資
料
で
あ
る
小
田
原
衆
所
領
役
帳

（
（
（

を
見

て
み
る
と
社
領
の
項
に
小
田
原
松
原
大
明
神
領
と
し
て
「
卅
三
貫

二
百
文　

西
郡
伊
羅
窪
分　

西
光
院
拘
」
と
見
え
て
い
る
。
伊い

ら羅

窪く
ぼ

は
現
在
の
小
田
原
市
谷や

つ津
に
見
え
る
小こ

な名
で
あ
る
。
戦
国
期
に

小
田
原
北
条
氏
か
ら
松
原
大
明
神
宛
に
出
さ
れ
た
文
書
の
多
く
は

宛
所
に
西
光
院
が
含
ま
れ
て
お
り
、
供
僧
寺
の
中
で
も
重
き
を
な

し
て
い
た
事
が
う
か
が
え
る
。

さ
て
、
そ
う
し
た
西
光
院
の
由
緒
に
つ
い
て
は
、
『
新
編
相
模

国
風
土
記
稿

（
（
（

』で
は

△
供
僧
西
光
院　

古
義
真
言
宗
大
工
町
蓮
上
院
末
、
古
は
東
寺
宝
菩

提
院
の
直
末
な
り
、
蓮
上
院
に
蔵
す

る
、
宝
菩
提
院
よ
り
領
主
大
久
保
相
模
守
へ
呈
せ
し
書
翰
に
、

蓮
上
院
并
西
光
院
両
寺
之
儀
、
当
院
直
末
之
義
候
云
々
と
あ
り
、
松
原
山
南

勝
寺
と
号
す
、
寺
伝
に
、
北
条
氏
綱
明
神
の
社
中
に
一
宇
を

建
て
、
法
楽
執
行
せ
し
め
ん
と
、
天
文
中
箱
根
融
山
僧
正
に

金

剛

王

院

の

四
十
一
世
な
り
、
語
ら
ひ
、
箱
根
蘆
湖
室
河
津
の
西
光
院
を
箱
根

縁
起

に
拠
に
、
文
武
天
皇
の
時
、
玄
昉
僧
正
創
立
す
る
所
に

て
、
始
は
西
光
寺
と
号
す
、
行
基
改
て
西
光
院
と
称
す
、
爰
に
移
し
、
今

の
山
寺
号
を
銘
す
と
云
、
故
に
融
山
を
当
院
の
開
基
と
称

す
、
所
蔵
天
文
八
年
七
月
、
氏
綱
社
領
を
寄
附
せ
る
状
に
、

相
州
西
郡
之
内
松
原
明
神
社
中
供
僧
西
光
院
と
あ
り
、

と
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
西
光
院
は
も
と
は
箱
根
芦
ノ
湖
東
岸
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の
室む

ろ
か
わ
づ

河
津
に
あ
り
、
西
光
寺
と
号
し
て
い
た
が
、
行ぎ

ょ
う
き基

に
よ
り
西

光
院
と
改
称
し
た
も
の
で
、
天
文
年
間
に
北
条
氏
綱
が
松
原
大
明

神
の
社
中
に
勧

か
ん
じ
ょ
う

請
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

【
資
料
１
】
北
条
家
虎
朱
印
状　

蓮
上
院
所
蔵
西
光
院
文
書

（
（
（

定
置
当
社
中
掃
除
法

右
、
任
先
規
、
自
欄
干
橋
船
方
村
迄
宿
中
之
者
、
人
足
百
余
出

之
、
可
致
掃
除
普
請
、
自
当
月
於
自
今
以
後
、
毎
月
当
城
惣
曲
輪

掃
除
之
日
、
可
致
之
、
何
時
も
掃
除
之
前
日
、
西
光
院
・
玉
瀧
坊

遂
出
仕
、
添
奉
行
可
申
請
、
如
此
定
置
上
、
掃
除
於
無
沙
汰
者
、

西
光
院
・
玉
瀧
坊
可
処
越
度
候
、
扨
又
朝
夕
之
掃
除
之
事
者
、
両

人
可
申
付
候
、
仍
定
処
如
件
、

元
亀
三
年　

（
虎
朱
印
）

五
月
十
六
日

西
光
院

玉
瀧
坊

資
料
１
は
元
亀
３
（
１
５
７
２
）
年
に
小
田
原
北
条
氏
が
西
光
院

と
松
原
大
明
神
の
別べ

っ
と
う当

で
あ
る
玉

ぎ
ょ
く
ろ
う
ぼ
う

瀧
坊
に
対
し
、
大
明
神
の
社
中

掃
除
の
法
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
任
先
規
」と
あ
る
よ
う
に

こ
れ
以
前
か
ら
い
わ
ば
都
市
小
田
原
の
顔
と
し
て
整
備
に
腐
心
さ

れ
て
い
た
様
子
と
、
西
光
院
の
占
め
る
位
置
が
知
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
西
光
院
が
天
正
11
（
１
５
８
３
）
年
当
時
、
小
田
原
の
中

心
的
な
神
社
の
一
つ
で
あ
っ
た
松
原
大
明
神
の
供
僧
寺
と
し
て
重

き
を
な
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

２
．
西
光
院
の
本
寺
と
天
正
の
本
末
騒
動

続
い
て
資
料
中
の
「
本
寺
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
だ
が
、

そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
こ
の
少
し
前
、
天
正
６
（
１
５
７
８
）
年

に
起
き
た
西
光
院
の
本
末
関
係
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
西
光
院
は
同
じ
小
田
原
に
あ
る
蓮
上
院
（
小
田
原
市

浜
町
）
と
の
間
で
、
紛
争
を
抱
え
て
い
た
。
蓮
上
院
は
花
木
山
満

願
寺
の
山
号
と
寺
号
を
持
つ
や
は
り
東
寺
真
言
宗
の
有
力
寺
院
で

あ
る
が
、
こ
の
蓮
上
院
が
西
光
院
を
自
分
の
末
寺
と
主
張
し
た
か

ら
で
あ
る
。
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【
資
料
２
】
亮
秀
書
状
写　

川
井
文
書

（
（
（

「

廿
六
日
東
寺
ヨ
リ
来
御
返
札
写
」

「
東
寺
金
剛
珠
院
御
状
写
」

御
札
委
曲
令
披
見
候
、
仍
蓮
上
院
よ
り
被
申
事
及
承
候
、
随
而

先

年
亮
恵
僧
正
下
国
之
砌
、
為
直
末
旨
、
対
貴
院
一
札
被
遣
之
候
、

其
上
融
山
僧
正
副
状
等
厳
重
之
上
者

、
是
非
不
及
沙
汰
儀
候
、
就

其
二
三
ヶ
年
以
前
、
金
剛
頂
寺
与

真
福
寺
本
末
相
論
刻
、
御
国
之

能
家
衆
之
由
被
申
以
連
判
理
候
間
、
有
様
旨
従
惣
寺
連
署
之
衆

於

為
当
所
一
札
被
下
候
キ

、
将
又
御
影
供
等
法
事
出
仕
等
之
儀
者

、

法
流
一
味
之
寺
者

、
互
出
頭
在
事
者

於
本
寺
も
其
分
候
、
雖
然
本

末
有
無
立
入
事
無
之
候
、
但
自
先
々
末
寺
相
定
於
諸
寺
者

、
不
及

是
非
候
、
所
詮
様
子
者

先
年
之
連
暑

（
署
）

相
見
候
、
唯
定
来
被
守
次
第

事
専
用
候
、
其
上
亮
恵
僧
正
下
向
之
砌
、
被
置
定
一
書
有
之
者

、

任
其
状
可
為
理
運
候
、
猶
使
僧
申
渡
候
之
条
、
不
能
細
筆
候
、

恐
々
謹
言
、

「
本
寺
ヨ
リ
来
」

八
月
三
日	

亮
秀
在
判

西
光
院　

廻
報

追
而

申
入
候
、
惣
寺
之
連
判
之
事
承
候
へ
共
、
宝
菩
提
院
為
直
末

之
間
、
□

（
不
ヵ
）及

其
儀
申
候
、
猶
於
様
子
者

使
僧
可
被
申
候
条
、
不
能

具
候
、
恐
々

【
資
料
３
】
亮
恵
判
物
写　

川
井
文
書

（
（
（

小
田
原
西
光
院
東
寺
可
為
直
末
事

相
州
小
田
原
西
光
院
事
、
為
筥
根
山
金
剛
王
院
融
山
法
印
附
弟

間
、
於
已
後
者

、
為
東
寺
宝
菩
提
院
末
流
、
諸
事
不
可
有
疎
意
者

也
、
仍
状
如
件
、

弘
治
三
年
十
一
月
九
日	

僧
正
亮
恵

【
資
料
４
】
融
山
判
物
写　

川
井
文
書

（
（
（

「
僧
正
融
山
御
書
出
案
文
」

宝
菩
提
院
御
書
出
并

任
正
嫡
御
法
流
相
続
之
筋
目
、
西
光
院
可
為

末
寺
之
状
、
所
定
、
仍
如
件
、

永
禄
六
年
癸
亥

二
月
廿
一
日	

僧
正
融
山
在
判

西
光
院
後
住
義
山
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【
資
料
５
】
亮
秀
・
信
恵
連
署
判
物
写　

川
井
文
書

（
（
（

「
天
正
七
己
卯
十
二
月
七
日
来
」

「
重
直
末
之
証
文
」

小
田
原
西
光
院
事
、
可
為
宝
菩
提
院
直
末
之
旨
、
亮
恵
僧
正
一
札

并

融
山
僧
正
添
状
在
之
上
者

、
向
後
弥
可
被
守
彼
掟
事
専
要
候
、

仍
状
如
件
、

東
寺

天
正
七	

金
剛
珠
院

拾
月
四
日	

権
大
僧
正
亮
秀
在
判

相
州
小
田
原	

宝
菩
提
院

西
光
院	

大

法

師
信
恵
在
判

こ
れ
に
対
し
、
東
寺
金
剛
珠
院
の
亮

り
ょ
う
し
ゅ
う

秀
は
年
欠
な
が
ら
天
正
６

年
に
比
定
さ
れ
る
資
料
２
の
中
で
、
西
光
院
は
先
師
亮り

ょ
う
え恵

僧
正
が

関
東
に
下げ

こ

う向
し
た
際
に
東
寺
の
直じ

き
ま
つ末

に
定
め
て
い
る
事
、
ま
た
融ゆ

う

山ざ
ん

僧
正
の
副
状
も
あ
り
、
西
光
院
は
蓮
上
院
の
末
寺
で
は
な
い
と

言
っ
て
い
る
。
資
料
３
と
４
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
料
２
に
見
え
る
亮

恵
の
一
札
と
融
山
の
副
状
に
当
た
る
。
さ
ら
に
翌
天
正
７
年
の
資

料
５
で
も
東
寺
側
は
同
じ
論
旨
で
西
光
院
が
東
寺
宝
菩
提
院
の
直

末
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
。

な
お
こ
の
の
ち
西
光
院
の
本
末
騒
動
は
再
燃
し
、
結
果
西
光
院

は
蓮
上
院
の
末
寺
と
い
う
一
段
低
い
立
場
に
位
置
付
け
ら
れ
る
事

と
な
る
の
だ
が
、
天
正
年
間
半
ば
に
あ
っ
て
は
明
確
に
東
寺
宝
菩

提
院
の
直
末
寺
院
で
あ
り
、
資
料
中
の
「
本
寺
」は
東
寺
宝
菩
提
院

と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

３
．
戦
国
期
に
お
け
る
真
言
僧
の
東
国
授
法
と
亮
淳
の
出
自

続
い
て
い
よ
い
よ
亮
淳
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
前
章
で
登
場
し
た
亮
恵
僧
正
で
あ
る
。

亮
恵
は
東
寺
宝
菩
提
院
主
を
つ
と
め
る
傍
ら
、
度
々
京
都
か
ら
東

国
や
東
北
へ
下
向
し
、
授
法
を
介
し
て
宝
菩
提
院
と
諸
真
言
寺
院

と
の
本
末
関
係
化
を
進
め
た
人
物
で
あ
る

（
８
）

。
そ
う
し
た
亮
恵
は
、

西
光
院
の
本
寺
で
あ
る
東
寺
宝
菩
提
院
主
で
法ほ

う

き諱
に
「
亮
」
の
字
を

持
つ
と
い
う
点
か
ら
冒
頭
で
推
定
し
た
亮
淳
の
立
場
と
の
共
通
点

が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
で
亮
恵
の
関
係
者
を
探
る
と
他
で
も
な

い
亮
恵
の
法ほ

う

し嗣
に
光
台
院
亮
淳
の
名
が
見
出
さ
れ
る
。

光
台
院
亮
淳
は
、
正
保
３
（
１
６
４
６
）
年
の
「
醍
醐
寺
々
領
堂

舎
目
録
案

（
９
）

」
に
お
い
て
「
一
、
光
台
院　

地
蔵
院
方
一
流
正
嫡
也
、

近
代
ノ
祖
師
亮
淳
僧
正
、
飽
嘗
醍
醐
之
法
水
、
幸
扇
仁
和
之
密

風
、
挙
世
皆
称
野
澤
再
興
矣
」と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
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ま
た
、
真
言
宗
関
係
の
高
僧
伝
で
あ
る
『
続
伝
灯
広
録　

小
野

方
下
』
の
伝
法
流
派
分
ノ
十
一　

巻
ノ
十
に
は
仁
和
真
光
院
権
僧

正
亮
淳
伝
と
し
て
「
三
十
九
祖
僧
正
亮
淳
、
下
総
州
葛
飾
之
人
今
作

武
州

天
神
崗
城
主
一
色
兵
部
大
夫
源
国
朝
之
子
、

（
（1
（

」
云
々
と
見
え
て
お

り
、
下
総
国
葛
飾
郡
幸
手
、
現
在
の
埼
玉
県
幸
手
市
内
に
あ
っ
た

幸
手
城
や
天
神
島
城
に
拠
っ
て
関
東
公
方
、
の
ち
古
河
公
方
に
仕

え
た
い
わ
ゆ
る
幸
手
一
色
氏
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
東

国
に
所
縁
の
あ
る
人
物
で
も
あ
っ
た

（
（1
（

。

ま
た
亮
淳
は
、
天
正
４
（
１
５
７
６
）
年
に
関
東
に
下
向
し
、
授

法
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

（
（1
（

。
残
念
な
が
ら
亮
淳
に
つ
い

て
は
師
の
亮
恵
の
よ
う
に
授
法
を
行
っ
た
場
所
や
対
象
を
記
し
た

授
法
記
の
類
の
資
料
は
知
ら
れ
ず
、
西
光
院
に
も
印い

ん
し
ん信

類
の
よ
う

な
授
法
に
関
わ
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
想
像
の
域
を
出

な
い
が
、
天
正
４
年
の
亮
淳
の
関
東
下
向
時
に
授
法
さ
れ
る
等
、

既
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

す
な
わ
ち
、
差
出
の
亮
淳
は
亮
恵
の
法
嗣
で
、
醍
醐
寺
光
台
院

主
等
を
つ
と
め
た
亮
淳
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
授
法
と
不
可
分

で
あ
る
印
可
・
伝
法
灌
頂
・
得
度
等
と
い
っ
た
儀
式
に
際
し
て
の

僧
膳
に
つ
い
て
過
差
を
た
し
な
め
る
と
い
う
本
資
料
の
内
容
も
、

亮
淳
の
経
歴
を
踏
ま
え
る
に
実
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

な
お
、
亮
淳
に
関
し
て
は
天
正
12
年
正
月
27
日
に
は
下
総
国
結

城
の
光
福
寺
（
茨
城
県
結
城
市
西
の
宮
町
）
に
て
祐ゆ

う
で
ん伝

に
許こ

か可
灌
頂

を
行
っ
て
い
る
事
が
確
認
出
来
る
た
め

（
（1
（

関
東
に
下
向
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
年
６
月
に
陸
奥
国
竜
福
寺
（
現

福
島
県
田
島
町
）
に
空
海
の
真
筆
十
七
文
字
を
与
え
た
旨
の
資
料

が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら

（
（1
（

、
本
資
料
の
時
点
で
関
東
に
下
向
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
の
考
察
の
要
点
を
ま
と
め
る
と

①
亮
淳
書
下
状
の
差
出
で
あ
る
亮
淳
は
醍
醐
寺
光
台
院
主
を
つ

と
め
た
真
言
宗
の
高
僧
で
、
か
つ
下
総
幸
手
の
一
色
氏
出
身

と
い
う
関
東
と
所
縁
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。

②
資
料
中
の
「
本
寺
」は
宛
所
で
あ
る
相
州
小
田
原
西
光
院
が
当
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時
直
末
で
あ
っ
た
東
寺
宝
菩
提
院
を
指
す
。

と
い
っ
た
所
と
な
る
。
本
資
料
も
お
そ
ら
く
は
東
国
へ
の
授
法
と

い
う
亮
淳
の
活
動
を
背
景
と
す
る
中
で
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。

注
（
1
）　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵 

中
世
諸
家
文
書
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳

（
写
本
）
」I

D
:
2
2
0
0
9
3
0
5
0
8

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
y
4
.
m
u
s
e
t
h
e
q
u
e
.

j
p
/
k
a
n
a
g
a
w
a
_
a
r
c
h
i
v
e
s
/
d
e
t
a
i
l
?
c
l
s
=
0
8
_
c
o
l
l
e
c
t
_

a
n
c
&
p
k
e
y
=
2
2
0
0
9
3
0
5
0
8

）

（
2
）　

巻
之
二
十
四　

村
里
部　

足
柄
下
郡
巻
之
三　

早
川
庄　

小
田
原
宿
上　

宮
前
町
。

（
3
）　

『
小
田
原
市
史　

史
料
編　

中
世
Ⅲ
』
１
１
０
７
号
文
書

（
4
）　

『
小
田
原
市
史　

史
料
編　

中
世
Ⅰ
』
６
４
９
号
文
書

（
5
）　

『
小
田
原
市
史　

史
料
編　

中
世
Ⅰ
』
６
１
４
号
文
書

（
6
）　

『
小
田
原
市
史　

史
料
編　

中
世
Ⅰ
』
６
２
２
号
文
書

（
7
）　

『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
九　

醍
醐
寺
文
書
之
三　

６
３
３
号
文

書

（
8
）　

『
小
田
原
市
史　

史
料
編　

中
世
Ⅰ
』
６
５
１
号
文
書

（
9
）　

坂
本
正
仁
「
史
料
紹
介
「
亮
恵
僧
正
門
弟
名
帳
」（
『
豊
山
学
報
』
第
44
号　

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院　

２
０
０
１
年
）

（
10
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
Ｈ
Ｐ
の
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
a
p
.
h
i
.
u
-
t
o
k
y
o
.
a
c
.
j
p
-
s
h
i
p
s
/
w
0
1
/
s
e
a
r
c
h

）
に
て
公
開

さ
れ
て
い
る
謄
写
本
の
画
像
を
参
照
し
た
。
な
お
亮
淳
の
出
自
に
関
し
て
は

山
口
博
「
戦
国
大
名
後
北
条
領
に
お
け
る
東
寺
門
末
の
本
末
相
論
に
つ
い
て
」

（
『
美
術
史
論
叢　

造
形
と
文
化
』　

雄
山
閣
出
版
株
式
会
社　

２
０
０
０
年
）

の
指
摘
に
拠
る
。

（
11
）　

幸
手
一
色
氏
に
関
し
て
は
新
井
浩
文
「
古
河
公
方
足
利
氏
と
幸
手
一
色

氏
」（
『
関
東
の
戦
国
期
領
主
と
流
通
―
岩
付
・
幸
手
・
関
宿
』　

岩
田
書
院　

２
０
１
１
年
所
収
、
初
出
は
１
９
９
６
年
）
及
び
幸
手
市
史
調
査
報
告
書
第

９
集
『
幸
手
一
色
氏
』　

幸
手
市
教
育
委
員
会　

２
０
０
０
年
を
参
照
し
た
。

な
お
、
幸
手
一
色
氏
に
関
す
る
基
本
情
報
に
照
ら
す
と
、
天
神
崗
城
は
天
神

島
城
、
一
色
兵
部
大
夫
源
国
朝
は
一
色
宮
内
大
輔
直
朝
の
誤
伝
で
あ
ろ
う

か
。

（
12
）　

亮
淳
授
舜
秀
印
信
（
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編
Ⅲ　

観
音
寺
文
書
７
号
）
に

よ
り
天
正
４
年
７
月
５
日
に
観
音
寺
の
舜
秀
に
許
可
灌
頂
を
行
っ
て
い
る
の

が
確
認
で
き
る
。

（
13
）　

亮
淳
授
祐
伝
印
信
（
『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編
Ⅲ　

光
福
寺
文
書
13
号
）

（
14
）　

『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編
Ⅲ　

観
音
寺
文
書
解
説
に
「
法
流
授
受
の
折
、

あ
る
い
は
授
受
に
よ
っ
て
法
流
本
末
関
係
が
設
定
さ
れ
る
場
合
に
、
本
寺

側
が
こ
の
よ
う
な
宗
祖
弘
法
大
師
空
海
や
法
流
祖
師
ら
の
由
緒
の
品
を
附

与
し
た
例
は
亮
恵
だ
け
で
は
な
い
。
醍
醐
寺
光
台
院
亮
淳
は
、
天
正
４

（
１
５
７
６
）
年
10
月
７
日
、
下
総
香
取
郡
牧
野
村
観
福
寺
に
空
海
筆
切
れ
一

行
一
〇
字
分
を
与
え
（
観
福
寺
文
書
）
、
更
に
同
11
年
６
月
に
は
陸
奥
会
津
竜

福
寺
（
現
福
島
県
田
島
町
）
に
も
空
海
真
筆
一
七
文
字
を
与
え
て
い
る
（
「
糸
沢

竜
福
寺
縁
起
」
、
『
田
島
町
史
』
第
１
巻 

通
史
Ⅰ 

原
始
・
古
代
・
中
世
・
近

世
初
期
）
。
こ
う
し
た
手
段
は
、
宗
祖
で
か
つ
日
本
に
お
け
る
真
言
法
流
の

祖
で
あ
る
空
海
以
来
の
正
当
を
自
負
す
る
法
流
本
寺
の
権
威
の
明
証
と
し
て
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度
々
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」と
見
え
て
い
る
。
今
回
『
田
島
町
史
』

を
確
認
し
た
も
の
の
、
竜
福
寺
の
解
説
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り

「
糸
沢
竜
福
寺
縁
起
」
の
記
述
を
確
認
出
来
て
い
な
い
た
め
紹
介
に
止
め
た

い
。


